
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像および音声の少なくともいずれか 情報を受信する受信手段と，
　 情報の付加情報と
して添付される構造化データに基づいてダイジェスト作成処理により前記情報のダイジェ
スト版を作成するダイジェスト作成手段と，
　前記ダイジェスト作成手段により作成された前記ダイジェスト版を記憶する記憶手段と
，
　 ，
　

　前記各手段を制御する制御手段と，を備える録画視聴システムであって，
　前記制御手段は，操作者から 所定の前記

情報を前記 手段で 開始する入力を受け付けた場合，該受
け付けた時刻から該 開始時刻までの時間を検出し，検出された該受け付けから 開
始時刻までの時間の長さに応じて，前記受け付けた時刻以前において前記記憶手段に記憶
された前記ダイジェスト版を前記再生手段に再生させて前記

開始時刻までに終了させ，かつ，該終了に伴って前 受
信手段が受信する所定の前記 情報の視聴に切
り替えるものであることを特徴とする録画視聴システム。
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を含む
前記受信手段が受信する映像および音声の少なくともいずれかを含む

前記記憶手段が記憶する前記ダイジェスト版を再生する再生手段と
前記受信手段が受信する映像および音声の少なくともいずれかを含む情報，および前記

再生手段が再生するダイジェスト版を表示する表示手段と，

，前記受信手段が受信する 映像および音声の少
なくともいずれかを含む 表示 表示

表示 表示

表示手段に表示させて，前記
表示 記操作者からの入力による前記

映像および音声の少なくともいずれかを含む



【請求項２】
　映像および音声の少なくともいずれか 情報を受信する受信手段と，
　前記受信手段により受信された 情報を記憶
する記憶手段と，
　前記 情報の付加情報
として添付される構造化データに基づいてダイジェスト作成処理により前記情報のダイジ
ェスト版を作成するダイジェスト作成手段と，
　前記 を再生する再生手段と，
　

　前記各手段を制御する制御手段と，を備える録画視聴システムであって，
　前記制御手段は，操作者から 所定の前記

情報を前記 手段で 開始する入力を受け付けた場合，該受け
付けた時刻から該 開始時刻までの時間を検出し，検出された該受け付けから 開始
時刻までの時間の長さに応じて，前記受け付けた時刻以前において前記記憶手段に記憶さ
れた前記 情報を読み出して前記ダイジェスト
作成手段に前記ダイジェスト版を作成させ，前記再生手段に再生させ

て 開始時刻までに終了させ，かつ，該終了に伴って前記
所定の 情報の視

聴に切り替えるものであることを特徴とする録画視聴システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、放送される映像や音声を受信し、ハードディスクやＤＶＤ等の記録媒体に常
時録画し、これらを再生する録画視聴システムに関し、より詳細には、有線または無線で
放送中のコンテンツを録画可能で、コンテンツの録画中に同一コンテンツの既録画部分の
視聴が可能な録画視聴システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、テレビ放送される番組（コンテンツ）を視聴する際にリアルタイムに視聴できな
い場合は、ビデオ録画して番組放送終了後に視聴している。ビデオ録画することにより、
ユーザは自分が視聴したい番組を自分の好きな時刻に視聴することが可能となり、ユーザ
の生活の自由度が高まる。一方、ユーザが録画しなくとも、同一番組をある時刻差を設け
て複数チャネルに流しておき、自分の好きなタイミングで番組を視聴するニア・ビデオ・
オン・デマンド方式（ＮＶＯＤ方式）も提案されており、特開平９－２１４８９５号公報
の「映像・オーディオ信号編集・送出装置およびその方法」では、ＮＶＯＤ方式を効率よ
く実現するための技術が開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来の技術では以下の問題点があった。
　すなわち、従来は、番組のストーリーなどを適切に把握するためには、リアルタイムで
放送される番組を番組頭から視聴するか、もしくは、番組をビデオ録画し終わってから、
録画された番組を視聴するしかなかった。従って、視聴したい番組がリアルタイムで番組
が放送されている際に番組頭から視聴し損ねた場合には、番組導入部が分からないまま中
途から視聴し、そのまま番組頭を見ないで済ませるか、放送終了後に録画し終わった番組
頭を視聴して結果的につじつまを合わせるか、が必要であり、いずれにせよ番組を視聴す
る楽しさが半減するという問題点があった。
【０００４】
　また、視聴中途で一時的に視聴を中断した（トイレ、電話の応答など）後に視聴を再開
する場合にも、例えばスポーツ観戦のように、視聴中断中に見せ場が終わってリアルタイ
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を含む
映像および音声の少なくともいずれかを含む

記憶手段に記憶された映像および音声の少なくともいずれかを含む

ダイジェスト作成手段により作成されたダイジェスト版
前記受信手段が受信する映像および音声の少なくともいずれかを含む情報，および前記

再生手段が再生するダイジェスト版を表示する表示手段と，

前記受信手段が受信する 映像および音声の少な
くともいずれかを含む 表示 表示

表示 表示

映像および音声の少なくともいずれかを含む
前記表示手段に表示

させ 前記表示 操作者からの入力に
よる前記受信手段が受信する 映像および音声の少なくともいずれかを含む



ム性が無くなり感動が半減してしまう等、番組を視聴する楽しさが半減するという問題点
があった。また、逆に、いつ見せ場があるか分からないので、途中に視聴を中断できず、
時間の使い方が拘束され、視聴時の生活自由度が制限されるという問題点があった。
【０００５】
　また、これらの問題点を解決するために、有線または無線で放送中の番組（コンテンツ
）を録画しながら、録画中の番組の既録画部分の視聴を可能とした場合でも、実際の放送
時間より遅れた時間に、録画した番組を見ていることには変わりなく、リアルタイムに放
送を見ているという臨場感が半減するという問題点があった。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、番組（コンテンツ）の開始部分を視聴し
損ねた場合でもリアルタイムに放送を視聴しているという臨場感を提供できるようにする
ことを目的する。
【０００７】
　また、本発明は上記に鑑みてなされたものであって、リアルタイムに番組（コンテンツ
）が提供されている場合に、番組頭を視聴し損ねたり、番組中途で視聴中断する場合でも
、リアルタイム放送を視聴するのと同様に視聴する楽しさを維持し、視聴時の生活自由度
を確保できる録画視聴システムを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために，請求項１に係る録画視聴システムは，映像および音声の
少なくともいずれか 情報を受信する受信手段と，

情報の付加情報として添付される構造化データに基づ
いてダイジェスト作成処理により前記情報のダイジェスト版を作成するダイジェスト作成
手段と，前記ダイジェスト作成手段により作成された前記ダイジェスト版を記憶する記憶
手段と， ，

前記各手段を制御する制御手段と，を備え
る録画視聴システムであって，前記制御手段は，操作者から 所
定の前記 情報を前記 手段で 開始する
入力を受け付けた場合，該受け付けた時刻から該 開始時刻までの時間を検出し，検出
された該受け付けから 開始時刻までの時間の長さに応じて，前記受け付けた時刻以前
において前記記憶手段に記憶された前記ダイジェスト版を前記再生手段に再生させて前記

開始時刻までに終了させ，かつ，該終了に伴って前
受信手段が受信する所定の前記

情報の視聴に切り替えるものである。
【０００９】
　すなわち，この発明では，受信手段が映像および音声の少なくともいずれかを含む情報
を受信し イジェスト作成手段が情報の付加情報として添付される構造化データに基づ
いてダイジェスト版を作成し，記憶手段がダイジェスト作成手段により作成されたダイジ
ェスト版を記憶し，

制御手段
が各手段を制御する録画視聴システムであって，制御手段は，操作者から所定の

情報を 手段で 開始する入力を受け付けた場合，受け付けた時刻から
開始時刻までの時間を検出し，その時間の長さに応じて，受け付けた時刻以前において

記憶手段に記憶されたダイジェスト版を再生手段に再生させて
開始時刻までに終了させ，かつ，終了と同時に受信手段が受信する所定の情

報の視聴に切り替える。この構成によって，ユーザがある番組など受信する情報を視聴し
ようとする際に，その 開始時刻までに時間がある場合，以前に録画して記憶手段に記
憶させているダイジェスト版を， 時刻までの時間の長さに応じて視聴することが
でき， 開始時間になると受信手段が受信する情報に切り替わる。それ故，番組 開
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を含む 前記受信手段が受信する映像およ
び音声の少なくともいずれかを含む

前記記憶手段が記憶する前記ダイジェスト版を再生する再生手段と 前記受信手
段が受信する映像および音声の少なくともいずれかを含む情報，および前記再生手段が再
生するダイジェスト版を表示する表示手段と，

，前記受信手段が受信する
映像および音声の少なくともいずれかを含む 表示 表示

表示
表示

表示手段に表示させて，前記表示 記操
作者からの入力による前記 映像および音声の少なくともい
ずれかを含む

，ダ

再生手段が記憶されたダイジェスト版を再生し，表示手段が受信手段
により受信する情報および再生手段により再生されるダイジェスト版を表示し，

受信手段
が受信する 表示 表示 表
示

表示手段に表示させて所定
の情報の表示

表示
表示開始

表示 表示



始時間前に， 開始までの時間の長さに基づいた以前の番組のダイジェスト版を視聴す
ることができるので，前回の番組を簡単に振りかえってから開始する番組を視聴でき，番
組に対する興味を喚起されて視聴することになり，ユーザの嗜好に応じることができて，
かつ視聴時の生活自由度を確保できる利便性の高い録画視聴システムを提供することがで
きる。
【００１０】
　また，請求項２に係る録画視聴システムは，映像および音声の少なくともいずれか

情報を受信する受信手段と，前記受信手段により受信された
情報を記憶する記憶手段と，前記

情報の付加情報として添付される構造化データに基づいてダ
イジェスト作成処理により前記情報のダイジェスト版を作成するダイジェスト作成手段と
，前記 を再生する再生手段と，

前記各手段を制御する制御手段と
，を備える録画視聴システムであって，前記制御手段は，操作者から

所定の前記 情報を前記 手段で 開
始する入力を受け付けた場合，該受け付けた時刻から該 開始時刻までの時間を検出し
，検出された該受け付けから 開始時刻までの時間の長さに応じて，前記受け付けた時
刻以前において前記記憶手段に記憶された前記

情報を読み出して前記ダイジェスト作成手段に前記ダイジェスト版を作成させ，前記再
生手段に再生させ て 開始時刻までに終了させ，かつ，該
終了に伴って前記 所定の

情報の視聴に切り替えるものである。
【００１１】
　すなわち，この発明では，受信手段が映像および音声の少なくともいずれかを含む情報
を受信し，記憶手段が受信された情報を記憶し，ダイジェスト作成手段が

付加情報として添付される構造化データに基づいてダイジェスト版を作成し
，再生手段が を再生し，

制御手段が各手段を制御する録画視聴
システムであって，制御手段は，操作者から所定の情報を 手段で 開始する入力を
受け付けた場合，受け付けた時刻から 開始時刻までの時間を検出し，検出されたその
間の時間の長さに応じて，受け付けた時刻以前において記憶手段に記憶された情報を読み
出してダイジェスト作成手段にダイジェスト版を作成させて 再生させ，

所定の情報の 開始時刻までに終了させ，かつ，終了に伴って
所定の情報の視聴に切り替える。この構成によって，ユーザが例えばあ

る番組などの受信する情報を視聴しようとする際に，その 開始時刻までに時間がある
場合，以前に録画して記憶手段に記憶させている番組（情報）に対して， 開始
時刻までの時間の長さに応じてダイジェスト版を作成して視聴することができ， 開始
時間になると受信手段が受信する情報に切り替わる。それ故，番組 開始時間前に，

開始までの時間の長さに基づいた以前の番組のダイジェスト版を視聴することができる
ので，前回の番組を簡単に振りかえってから開始する番組を視聴することができて，番組
に対する興味を喚起されて視聴でき，ユーザの嗜好に応じることができて，かつ視聴時の
生活自由度を確保できる利便性の高い録画視聴システムを提供することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。本発明の実施の形態
では、主としてＴＶ番組を視聴する場合について説明するが、本発明はこれに限ることな
く、ラジオ放送などの音声のみの番組を聴くシステムについても同様に適用できるもので
ある。
【００２３】
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表示

を含
む 映像および音声の少なくと
もいずれかを含む 記憶手段に記憶された映像および音声
の少なくともいずれかを含む

ダイジェスト作成手段により作成されたダイジェスト版 前
記受信手段が受信する映像および音声の少なくともいずれかを含む情報，および前記再生
手段が再生するダイジェスト版を表示する表示手段と，

前記受信手段が受信
する 映像および音声の少なくともいずれかを含む 表示 表示

表示
表示

映像および音声の少なくともいずれかを含
む
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信手段が受信する

表示
番組の表示

表示
表示 表

示



　始めに、本発明の録画視聴システムの全体構成について説明する。図１は、本発明の録
画視聴システムの構成を示したブロック図である。録画視聴システム１００は、制御装置
１０１と、受信装置１０２と、保存装置１０３と、再生装置１０４と、表示装置１０５と
、入力装置１０６と、からなる。
【００２４】
　制御装置１０１は、録画視聴システム１００を構成する各装置を制御し、さらに、後述
するＣＭカット処理、高速再生処理、ダイジェスト作成処理などを制御する装置である。
制御装置１０１は、マイコンもしくは高機能ＣＰＵなどから構成される。
【００２５】
　受信装置１０２は、地上波放送、衛生放送、ケーブルテレビ、インターネット等により
提供される各種放送を受信する装置である。受信装置１０２は、放送形態に応じてアンテ
ナ、ケーブル、電話線などを適宜備え、図示しないチューナ部などにより必要な電気信号
に変換する。また、受信装置１０２は、映像および音声を随時キャプチャする画像キャプ
チャ部１１２を備え、画像キャプチャ部１１２では次に説明する圧縮部で番組の圧縮を行
うための前段の作業を行う。尚、受信装置１０２は１チャネルに限らず複数チャネルを受
信できるものである。
【００２６】
　保存装置１０３は、受信装置１０２で受信された番組を保存（録画）する装置である。
また、保存装置１０３は、番組以外に番組開始時刻も保存する。保存装置１０３は、ＨＤ
Ｄ、ＤＶＤ、メモリなどの保存メディアにより番組データを保存する。この番組データは
、視聴者が認識する画像および音声データの他に、後述する構造化データも含まれる。録
画される番組データは初期設定時に設定されたチャネルまたは視聴中のチャネルの番組（
番組内容）を所定の録画方式で常時録画する。容量があふれた場合や保存期限が過ぎた場
合は、上書きし、繰り返し録画を行う。但し、特定の番組に対しては上書き禁止設定をす
ることは可能であり、また、複数の保存メディアを備えて一時記憶と保存を別々に行って
もよい。
【００２７】
　保存装置１０３は圧縮部１１３を備え、画像キャプチャ部１１２がキャプチャした映像
および音声を圧縮し、保存メディアの容量節約に寄与する。圧縮フォーマットは、ＭＰＥ
Ｇ１フォーマットを始め、高画質対応のＭＰＥＧ２フォーマット、低帯域対応のＭＰＥＧ
４フォーマットその他の圧縮方法を必要に応じて使い分ける。
【００２８】
　尚、保存装置１０３が録画する番組は単一チャネルの番組に限らず、ユーザの利便性を
高めるべく複数チャネルの番組を録画するものであってよい。図１では、画像キャプチャ
部１１２や圧縮部１１３は、それぞれ受信装置１０２と保存装置１０３に内蔵される構成
であるが、別途独立の装置としてシステム中に構成される態様であることを妨げない。
【００２９】
　再生装置１０４は、保存装置１０３に録画された番組を再生する装置である。再生装置
１０４は、圧縮部１１３で圧縮された番組データを解凍する解凍部１１４を備える。例え
ば圧縮部１１３の圧縮形式がＭＰＥＧフォーマットである場合に、通常のＴＶ信号（ＮＴ
ＳＣ方式）にデコードし（解凍し）、後述する表示装置での視聴が可能な信号を出力する
。
【００３０】
　表示装置１０５は、受信装置１０２が受信する番組、もしくは再生装置１０４が再生し
た番組を表示する装置である。図には示さないが表示装置１０５は切替部を有し、受信装
置１０２からの入力信号と、再生装置１０４からの入力信号を適宜切り替えるものとする
。但し、使用の態様によっては、画面分割して両信号を同時に表示することもできる。表
示装置１０５は、ＣＲＴモニタもしくは液晶モニタなどからなる。
【００３１】
　入力装置１０６は、制御装置１０１を通じてユーザが操作入力を行う装置である。具体
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的には、リモコンもしくは、各装置に配設されているスイッチなどからなるものであり、
入力信号としては、後述する、開始信号、中断信号、番組開始時刻、番組終了時刻などが
ある。
【００３２】
　次に、視聴の中断があった場合の再生について説明する。図２は、中断した視聴を再開
する場合における番組の再生について説明する説明図である。ユーザは現在、番組Ａを視
聴している。番組Ａは受信装置１０２により受信され、番組すなわち番組内容もしくは場
面により適宜Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４‥から構成されているものとする。番組Ａの中途に
はＣＭが挿入されており、ＣＭをＡ２の後に挿入されるものをＣａ１、Ａ３の後に挿入さ
れるものをＣａ２‥と表示するものとする。保存装置１０３は受信装置１０２が受信する
順に番組Ａ（番組Ａ中のＣＭを含む）を録画している。尚、受信装置１０２は提供される
番組を常時受信し、保存装置１０３は、受信装置１０２により受信される番組を常時録画
するが、使用の態様によって、必要な部分だけを受信し録画してもよい。例えば、後述す
る中断信号が入力された場合のみ録画を開始してもよい。
【００３３】
　ユーザは番組中途に視聴を中断もしくは開始（再開）する場合は、例えばリモコンもし
くは保存装置１０３その他の装置本体に単数あるいは複数設けられているスイッチを操作
することにより、視聴を中断する信号である中断信号および視聴を開始（再開）する信号
である開始信号を入力する。図２の場合では、ユーザが、番組Ａ２の中途に中断信号を入
力し、番組Ａ３の中途で開始信号を入力し、この間視聴を中断している。
【００３４】
　制御装置１０１は、開始信号が入力された時点で保存装置１０３に保存されている番組
Ａ２の中途から番組を再生するように保存装置１０３、再生装置１０４および表示装置１
０５を制御する。
【００３５】
　図２においては、制御装置１０１は、視聴を中断した部分から再生を行う様に制御する
のであるが、制御装置１０１は、これに加えてさらに、短縮再生も行う。短縮再生を行う
ことにより、ユーザは番組をリアルタイムに視聴するのと同様に視聴することが可能とな
り、生活自由度が高まることになる。
【００３６】
　中断信号以降の番組を視聴再開以降に短縮再生する方法として、番組Ａが終了する時刻
と略同時刻に再生を終了させる様に既録画部分の再生制御を行う再生方式（以降、適宜シ
ンクロ再生と称する）と、中断信号以降の番組を視聴再開以降に再生し、できるだけ早く
リアルタイム放送に追いつく様に既録画部分の再生制御を行う再生方式（以降、適宜キャ
ッチアップ再生と称する）が挙げられる。
【００３７】
　図３は、シンクロ再生とキャッチアップ再生の概念を説明するための概念図である。シ
ンクロ再生もしくはキャッチアップ再生を行うことにより、視聴中断があった場合でも、
番組全体の枠組を理解でき、しかもリアルタイム性をも損なわない。
【００３８】
　図３の短縮再生の再生方式（シンクロ再生およびキャッチアップ再生）を説明する前に
、短縮再生を実現する処理手段について説明する。短縮再生を実現する手段は様々考えら
れるが、ここでは、ＣＭをカットするＣＭカット処理、再生速度を早める高速再生処理、
後述する構造化データを用いたダイジェスト作成処理もしくはこれらを組み合わせた処理
について説明する。これら各処理は制御装置１０１内のＣＰＵ（図示せず）が行う。また
、使用の態様によっては制御装置１０１の制御を受けつつ、保存装置１０３や再生装置１
０４で各種処理を行ってもよい。次に、ＣＭカット処理、ダイジェスト作成処理、高速再
生処理について説明する。
【００３９】
　ＣＭカット処理は、提供される番組中のＣＭを削除する処理であるが、これを実現する
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手法として、番組Ａの中の画面の明るさ、音声などの急激な変化を検知することによって
行ってもよいし、後述する構造化データからＣＭ部分のカットを行ってもよい。その他、
ＣＭが放送される時間帯は略決まっているので、この情報を用いてもよい。また、制御装
置１０１にＡＩ機能を持たせ、ＣＭカット処理を学習させていくことも可能である。
【００４０】
　次に、ダイジェスト作成処理について説明する。ダイジェスト作成処理は、構造化デー
タを用いて、番組を選択もしくは間引くなどして番組を再構築する処理である。構造化デ
ータとは、将来的に放送番組に添付されるデータである。例えば、ニュース番組において
も、国内ニュース（首都圏、ローカル）、海外ニュース、天気予報など、様々な番組から
構成されるが、構造化データは、その放送時間、キャスト、撮影場所等の様々な情報を提
供するものである。また、スポーツ放送の場合は、チームの構成員の紹介、競馬放送では
、各馬の最近の勝敗等、様々なデータから構成される。ダイジェスト作成処理は、構造化
データのうち、放送時間、シーン切替、ＣＭ放送時刻、等を利用するものである。
【００４１】
　構造化データの提供方法としては、放送電波に乗せて番組と同時に提供されるものが最
も効率的である。特にリアルタイムに放送内容が変化するスポーツ中継では、番組と同時
に提供される必要がある。例えば野球中継では、得点が入った場面はその旨を構造化デー
タとして、即時に添付される必要がある。これにより、短縮再生においても、得点シーン
を見逃さなくてすみ、ユーザの利便性が向上する。また、電波以外の態様としては、例え
ばＴＶ番組紹介雑誌などで提供することもできる。特にドラマなど、予め内容が決まって
いるものについてこの提供形態が適する。
【００４２】
　図４は、構造化データとダイジェスト作成処理によるダイジェスト版との関係を説明す
る説明図である。図では、番組Ｄの中から、海外ニュース、天気予報、Ａチームの得点お
よび試合後インタビューからダイジェスト版Ｄ 'が作成されている。その他の具体例とし
ては、スポーツの得点シーンのみをつなげてダイジェスト版とすることもできるし、また
、シーン切替情報があればそれを用いて、同一シーンの長回しをマージし、大幅な短縮を
することもできる。
【００４３】
　高速再生処理は、再生装置１０４が制御装置１０１の制御を受けつつ、番組の再生速度
を早める処理である。再生速度を早くする方法として、最も簡易には、例えば、早送りの
手法等があり、これにより映像と音声に違和感がない程度に再生することができる。また
、声色が高くならないように適宜フーリエ変換および逆フーリエ変換を用いて周波数を一
定に保つ処理を行うなどしてもよい。
【００４４】
　以上の短縮再生を行う処理の他に、例えば、録画中に一定時間毎にインデックスデータ
を付加し、そのデータに基づき、間引再生を行うこともできる。
【００４５】
　図３に戻り、シンクロ再生およびキャッチアップ再生について説明する。図では、番組
Ａ２の中途から番組Ａ３の中途まで視聴が中断している。「再生内容１」では、高速再生
処理により番組終了時刻に番組の再生が終了するように一定の速度の高速再生が行われて
いる。この場合は、番組Ａ（Ａ２の途中以降）の内容をすべて再生するので、ユーザはも
れなく番組Ａを視聴することができ、かつ、次の番組については、番組頭から視聴可能と
なるので、ユーザの利便性が高まる。
【００４６】
　また、「再生内容２」では、ＣＭカット処理により番組を再生する。図では、ＣＭをカ
ットするだけの短縮再生を行っており、結果としてシンクロ再生となっているが、中断時
間が短い場合はＡ番組終了時刻までにリアルタイムの放送に追いつくので、この場合はキ
ャッチアップ再生となる。
【００４７】
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　また、「再生内容３」では、ダイジェスト作成処理およびＣＭカット処理により短縮再
生が行われている。ここでは、放送される番組Ａ４の中途でリアルタイム放送に追いつい
ている様子が示されている。尚、以上説明した高速再生処理、ＣＭカット処理およびダイ
ジェスト作成処理を適宜組み合わせて、シンクロ再生もしくはキャッチアップ再生を行う
こともでき、ユーザにリアルタイムの番組視聴と同様に視聴する楽しさを提供する。
【００４８】
　これまでは、中断信号と開始信号が入力された場合について、この間を視聴中断として
、開始信号入力後に短縮再生する方式について述べたが、必ずしも中断信号と開始信号が
入力される態様でなくともよい。例えば、適宜リモコン操作などで、「５分前からキャッ
チアップ再生」と指定することにより、ユーザがリプレイ視聴を行うこともできる。この
場合は、保存装置１０３が、常時番組を記録している必要がある。
【００４９】
　また、番組頭を見損ねた場合に短縮再生を行うべく、番組開始時刻をユーザが入力し、
もしくは構造化データを用いるなどして自動的に番組開始時刻が入力されているなどして
、番組頭からキャッチアップ再生もしくはシンクロ再生を行わせることもできる。
【００５０】
　ユーザは、短縮再生に用いる手法を予め設定することもできる。図５は、録画開始時に
短縮再生に用いる処理を選択する流れを示した概念図である。ユーザは、保存装置１０３
の装置本体のスイッチ群もしくはリモコンを通じて「速度アップ」、「ＣＭカット」、「
ダイジェスト視聴」等のモードを指定する。言うまでもないが、これらの組み合わせモー
ドもある。制御装置１０１は、指定されたモードに従って、再生時に短縮再生を行う。尚
、ＣＭカット処理およびダイジェスト作成処理については、保存装置１０３に保存された
番組に対して行ってもよいが、番組が受信装置１０２から保存装置１０３に転送、保存さ
れる際に短縮処理を行ってもよい。換言すれば録画時にＣＭカット処理もしくは、ダイジ
ェスト作成処理を行ってもよい。
【００５１】
　一方、ユーザの設定による短縮再生の他に、視聴中断時間（見逃し時間）によって短縮
再生の方式が自動的に選択される態様でもよい。図６は、視聴中断時間（見逃し時間）に
より、短縮再生の手段が自動的に選択される処理流れの概念を示した概念図である。図で
は、番組の視聴中断時間が１０分以内の短時間である場合にはＣＭカット処理を行い、視
聴中断時間が１０分から２０分程度である場合にはＣＭカット処理および高速再生処理に
より短縮再生を行い、視聴中断時間が２０分以上の長時間である場合には、ダイジェスト
作成処理により短縮再生を行う。
【００５２】
　また、ユーザによっては、短縮再生方式に嗜好があることも考慮して、シンクロ再生も
しくはキャッチアップ再生のいずれかを予めデフォルト設定することもできる。例えばサ
スペンス番組の視聴頻度が高いユーザは、番組の細部の内容も視聴したいからシンクロ再
生を好むと考えられるし、ニュース番組の視聴頻度が高く、特に海外ニュースの視聴頻度
は高く、天気予報は視聴頻度が低いユーザは、ダイジェスト版を視聴する等の、キャッチ
アップ再生を好むと考えられる。
【００５３】
　図７は、シンクロ再生もしくはキャッチアップ再生のいずれかを予めデフォルト設定と
する説明図である。ユーザは録画視聴システムを初めて使用する際もしくは視聴開始時毎
に、リモコンもしくは装置本体の複数のスイッチを操作して、表示装置１０５で対話的に
確認しながら、シンクロ再生もしくはキャッチアップ再生のいずれかを選択する。シンク
ロ再生を選択した場合は、視聴する番組の終了時刻を同じくリモコンなどで入力して、現
在時刻と比較しながら残り時刻を計算し、短縮方式を適宜決定する。
【００５４】
　一方、キャッチアップ再生を選択した場合では、ダイジェスト版を作成し、必要に応じ
てスピードアップ再生、ＣＭカット録画なども行う。尚、シンクロ再生を選択した場合で
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あっても中断時間により、リアルタイム放送に追いつき、結果としてキャッチアップ再生
になることもあるのは言うまでもない。また、いずれの再生方式を選択した場合において
も、短縮再生に用いられる各種処理（ＣＭカット、高速再生処理、ダイジェスト作成処理
）を適宜組み合わせることを妨げるものでない。
【００５５】
　本発明の録画視聴システムは、リアルタイム放送の視聴中断があった場合に中断部分を
短縮再生することのみに用いられるものではない。すなわち、本発明の録画視聴システム
は、構造化データをもとにダイジェスト作成処理を行うので、例えば、連続ドラマやニュ
ースを視聴する場合であって、当該番組開始までに空き時間がある場合は、番組開始時刻
までの間に、過去のダイジェスト版を挿入し、本放送につなげることもできる。図８は、
保存装置１０３に既に録画されている録画済み番組から、ニュースダイジェストを作成す
る様子を説明する説明図である。ここでは一昨日のニュースおよび昨日のニュースからニ
ュースダイジェストが作成されている様子が表されている。
【００５６】
　また、図９は、連続ドラマの番組開始時刻までに前回までのダイジェスト版を挿入し、
本放送につなげる様子を説明する説明図である。ユーザは、連続ドラマ番組Ｅについて、
番組Ｅ（第六回）の番組開始時刻の１時間前に適宜リモコンに配設されている「あらすじ
挿入」ボタンを押下し、見逃した回数、日時、チャネルデータ等を入力する。
【００５７】
　ここでは、番組Ｅの第４回、第５回を見逃しているとする。制御装置１０１は、入力さ
れたデータを基に、保存装置１０３に録画されている過去の番組Ｅおよび構造化データを
用いて、見逃した回数分のダイジェスト版を作成する。番組Ｅのあらすじを再生するのに
１０分必要だとすると、その旨を表示装置１０５を通じて表示し、本放送（番組Ｅ（第六
回））の１０分前に自動的に再生を開始し、再生終了後、番組Ｅ（第六回）の放送に切り
替える。
【００５８】
　また、リアルタイム放送のＣＭ中に、見逃した番組頭のダイジェスト版を挿入すること
もできる。図１０は、リアルタイム放送のＣＭ中に録画済みのダイジェスト版を挿入する
番組再生を表す図である。特に番組頭の短時間を見逃した場合に、ＣＭ放送中に見逃した
部分を再生することにより、番組のつじつまが合い、ユーザはより自由度の高い番組の視
聴が可能となる。言うまでもないが、ＣＭ中に挿入するものは、番組頭のダイジェスト版
に限らず、その他のＣＭカット処理、高速再生処理等により短縮再生される番組であって
も構わない。
【００５９】
　以上の各種操作は、各装置本体もしくはリモコンで操作することができる。図１１およ
び図１２は、装置本体もしくはリモコンスイッチの操作により、短縮再生を行う処理流れ
を表すフローチャートである。図１１は、装置本体もしくはリモコンに適宜配設されてい
る「中断スイッチ」、「再開スイッチ」を押下した場合の処理の流れを、図１２は、装置
本体もしくはリモコンに適宜配設されている「途中視聴開始スイッチ」を押下した場合の
処理の流れを表す。
【００６０】
　制御装置１０１は、中断スイッチが押下されたか否かを判断する（ステップＳ２０１）
。押下がない場合（ステップＳ２０１：ＮＯ）は、ステップＳ２０１を繰り返し、押下が
あった場合は（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、保存装置１０３を制御して、中断スイッチ
押下時以降の番組内容を録画する（ステップＳ２０２）。尚、保存装置１０３は、常時録
画をしていても構わない。
【００６１】
　続いて、制御装置１０１は、再開スイッチが押下されたか否かを判断する（ステップＳ
２０３）。押下がない場合（ステップＳ２０３：ＮＯ）は録画を続行し、再開スイッチの
押下が合った場合（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）、制御装置１０１は、中断時間を計算す
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る（ステップＳ２０４）。制御装置は、ユーザの指定もしくは、中断時間に応じて短縮再
生をする（ステップＳ２０５）。
【００６２】
　次に、途中視聴開始スイッチの押下が合った場合の流れを図１２を用いて説明する。制
御装置１０１は、途中視聴開始スイッチが押下されたか否かを判断する（ステップＳ３０
１）。押下がない場合（ステップＳ３０１：ＮＯ）は、ステップＳ３０１を繰り返し、押
下が合った場合は（ステップＳ３０１：ＹＥＳ）、制御装置１０１は、番組開始時刻から
の中断時間を計算する（ステップＳ３０２）。制御装置１０１は、ユーザの指定もしくは
、中断時間に応じて短縮再生をする（ステップＳ３０３）。
【００６３】
【発明の効果】
　以上説明したように，本発明の録画視聴システム（請求項１）は，

【００６４】
　また，本発明の録画視聴システム（請求項２）は，

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の録画視聴システムの構成を示したブロック図である。
【図２】　本発明の録画視聴システムにおいて中断した視聴を再開する場合における番組
の再生について説明する説明図である。
【図３】　本発明の録画視聴システムにおいてシンクロ再生とキャッチアップ再生の概念
を説明する概念図である。
【図４】　構造化データとダイジェスト作成処理によるダイジェスト版との関係を説明す
る説明図である。
【図５】　本発明の録画視聴システムにおいて録画開始時に短縮再生に用いる処理を選択
する流れを示した概念図である。
【図６】　本発明の録画視聴システムにおいて視聴中断時間（見逃し時間）により、短縮
再生の手段が自動的に選択される処理流れの概念を示した概念図である。
【図７】　本発明の録画視聴システムにおいてシンクロ再生もしくはキャッチアップ再生
のいずれかを予めデフォルト設定とする説明図である。
【図８】　本発明の録画視聴システムにおいて保存装置に既に録画されている録画済み番
組から、ニュースダイジェストを作成する様子を説明する説明図である。
【図９】　本発明の録画視聴システムにおいて連続ドラマの番組開始時刻までに前回まで
のダイジェスト版を挿入し、本放送につなげる様子を説明する説明図である。
【図１０】　本発明の録画視聴システムにおいてリアルタイム放送のＣＭ中に録画済みの
ダイジェスト版を挿入する番組再生を表す図である。
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ユーザがある番組な
ど受信する情報を視聴しようとする際に，その開始時刻までに時間がある場合，以前に録
画して記憶手段に記憶させているダイジェスト版を，開始時刻までの時間の長さに応じて
視聴することができ，開始時間になると受信手段が受信する情報に切り替わる。それ故，
番組開始時間前に，開始までの時間の長さに基づいた以前の番組のダイジェスト版を視聴
することができるので，前回の番組を簡単に振りかえってから開始する番組を視聴でき，
番組に対する興味を喚起されて視聴することになり，ユーザの嗜好に応じることができて
，かつ視聴時の生活自由度を確保できる利便性の高い録画視聴システムを提供することが
できる。

ユーザが例えばある番組などの受信
する情報を視聴しようとする際に，その開始時刻までに時間がある場合，以前に録画して
記憶手段に記憶させている番組（情報）に対して，開始時刻までの時間の長さに応じてダ
イジェスト版を作成して視聴することができ，開始時間になると受信手段が受信する情報
に切り替わる。それ故，番組開始時間前に，開始までの時間の長さに基づいた以前の番組
のダイジェスト版を視聴することができるので，前回の番組を簡単に振りかえってから開
始する番組を視聴することができて，番組に対する興味を喚起されて視聴でき，ユーザの
嗜好に応じることができて，かつ視聴時の生活自由度を確保できる利便性の高い録画視聴
システムを提供することができる。



【図１１】　本発明の録画視聴システムにおいて装置本体もしくはリモコンスイッチの操
作により、短縮再生を行う処理流れを表すフローチャートである。
【図１２】　本発明の録画視聴システムにおいて装置本体もしくはリモコンスイッチの操
作により、短縮再生を行う処理流れを表すフローチャートである。
【符号の説明】
　１００　録画視聴システム
　１０１　制御装置
　１０２　受信装置
　１０３　保存装置
　１０４　再生装置
　１０５　表示装置
　１０６　入力装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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